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新型コロナウイルス感染症に係る臨時休校期間の延長について（依頼） 

 

 穀雨の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は本市の教育活動に、ご支

援、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、５月７日(木)から学校を再開する予定でありましたが、依然、新型コロナウイルス感染症は日本各地

で蔓延している状態です。愛知県も、「特定警戒都道府県」となり、その後も県内では、連日、新たな感染者

の確認が相次いでおります。高浜市としましては、愛知県の要請を受け、下記のとおり市内小・中学校の臨時

休校を延長させていただきます。大変ご迷惑をおかけいたしますが、子どもたちの健康を守るためご理解、ご

協力をいただきますようお願いいたします。 

記 

１ 臨時休校を延長する期間 

  令和２年５月７日（木）から５月３１日（日）まで 

２ 自主登校教室について 

  就労等の関係で預け先の確保が難しいお子さんについては、各児童センター(高取小学校は高取公民館)で

受け入れてきましたが、現在、どの児童センターも定員いっぱいの状態で、学校を会場として９時から１５

時まで受け入れているところです。今回の臨時休校の延長にあたってもこの自主登校教室は継続します。学

校会場での受け入れですが、申し込みは学区の児童センター(高取小学校は翼児童センター)となります。 

３ 新型コロナウイルス感染症に対する対応について 

（１）平常時における感染予防ポイント 

  ・臨時休校期間中は、自宅待機を基本とし、とりわけ人混みへの外出は控えさせてください。 

  ・手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底してください。 

  ・十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事などの日常の健康管理をお願いします。 

   ・発熱やかぜの症状の有無について、健康観察を行い、体調管理をしてください。 

（２）発熱等の風邪の症状が見られたら 

    次のような症状がある場合は、まず、かかりつけ医に電話で相談してください。 学校にも連絡してく

ださい。また、下記の症状が同居の家族にある場合については、タオルや食器共有は避ける等の感染予防

策をとってください。高浜市医師会とも共通理解を図っています。 

   ・発熱（３７．５度以上）、風邪の症状が２日以上続く。 

   ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が１日でもある。 

(３) 児童生徒本人または同居の家族に発熱等の風邪の症状が見られたら 

   個別登校日、児童クラブ、センターキッズ、自主登校教室への参加を控えてください。 

(４) 児童生徒が感染した場合、感染が疑われる場合について 

児童生徒が感染した場合、もしくは感染が疑われる場合、濃厚接触者として特定された場合は、学校

までご連絡ください。また、同居のご家族が感染したり、濃厚接触者として特定されたりした場合も同

様にご連絡をお願いいたします。                        
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